
 

 

 

 

 

  

 

売上高の 10％は 10 億円

甲乙HD 

甲社 乙社 

売上高 1,500 億 売上高 1,500 億

配当 60 億 配当 40 億
純粋持株会社 

子会社 子会社 

・売上高 10億円以上の会社を子会社とする場合には軽微基

準に該当しない。 

・売上高に関する決算予想値等の変更増減額が 10億円以上

の場合には重要基準に該当する。 

【純粋持株会社に係る重要事実】 

売上高 1,500 億 売上高 1,500 億

・売上高 150 億円未満の会社を子会社とする場合

等には軽微基準に該当する。 

・売上高に関する決算予想値等の変更増減額が

150 億円未満の場合には重要基準に該当しない。 

売上高の10％
は 150 億円 

甲社 乙社 

売上高の10％
は 150 億円 
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